
                              

・ 駐輪場使用申込み 平成２７年度の自転車・オートバイの登録は、もうお済みですか？ 

随時、管理事務所で受け付けていますので、登録をお願いいたします。（オートバイの登録には

登録証明書が必要です。）子供用自転車（16インチ未満）は無料ですが登録の必要があります。

本年度のステッカーは「黄色」です。なお、不用自転車は（子供用三輪車なども）、 

各自で市の粗大ゴミセンター（☎３０２－５３７４）に申込みのうえ処分してください。 

７月２６日（日） 未登録の調査を実施致します！！ 

・ 雑排水管洗浄作業 既に終了している棟もありますが、「雑排水管清掃」を７月１６日（木）

～８月１１日（火）で行います。詳細については先日各戸へ配布致しました。専有部分の清掃とな

りますので、作業日を確認のうえ、必ず在宅して頂きますようお願い致します。 

やむを得ず、在宅できない方は事務所に鍵をお預けください！！ 

・ ゴミの捨て方・始末 曜日・時間・指定ゴミ袋の使用などルールを守って捨てて下さい。 

特に「生ゴミ」はカラスや猫に荒らされることのないよう、別の袋にいれてからゴミ袋に入れ

ましょう！！ また、みどり色のネットを隙間のないようピッタリかぶせるようにしましょう。 

また不燃ゴミ排出の際に、ゴミ袋の中に可燃ゴミが混入しているため、回収されずにカラスに

荒らされているケースが見受けられます。皆様、十分お気を付けください。 

・ 日曜開所日 ７月度の日曜開所は７月２６日（日）に行います。９時から１２時まで管理費・ 

駐車場料金等のお支払いにご利用ください。上記「自転車・オートバイの登録」も受付けます。 

 

転出・転入・長期不在の際は管理組合事務所で所定の手続をしてください。 

管理事務所から 

管理事務所と第 1集会所間の通路を、ものすごいスピードで通過する 

自転車が見受けられます。集会所から出てきた人とあやうく接触という 

場面もありました。子供・お年寄りだと重大事故につながりかねません。 

現在、自転車が走行できないようにしてあります。ご了承ください。 

管理事務所から 
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